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 令和８年４月２６日に行われるつくばみらい市長選挙において、候補者が選挙すべ

き人員を超えないため、公職選挙法第１００条第４項の規定により、つくばみらい市

長選挙の投票は行わない。 

 

 

令和８年４月１９日 

 

                つくばみらい市長選挙 

                選挙長  遠藤 一美 


